
別 紙 

介護老人保健施設高田の郷入所利用料金表（消費税込） 

令和 ５年１０月改定版 

 

■基本料金（法定給付）【日額】介護保険負担割合証に記載された負担割合が自己負担となります。 

【基本型】 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

従来型個室 ７，１４０円 ７，５９０円 ８，２１０円 ８，７４０円 ９，２５０円 

多 床 室 ７，８８０円 ８，３６０円 ８，９８０円 ９，４９０円 １０，０３０円 

 

【在宅強化型】 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

従来型個室 ７，５６０円 ８，２８０円 ８，９００円 ９，４６０円 １０，０３０円 

多 床 室 ８，３６０円 ９，１００円 ９，７４０円 １０，３００円 １０，８５０円 

 

【その他型】 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

従来型個室 ７，０００円 ７，４４０円 ８，０５０円 ８，５６０円 ９，０７０円 

多 床 室 ７，７２０円 ８，２００円 ８，８００円 ９，３００円 ９，８２０円 

 

■加算料金（法定給付） 介護保険負担割合証に記載された負担割合が自己負担となります。 

種  類 日  額 備      考 

初期加算 ３００円 入所した日から３０日間 

在宅復帰・在宅療養支援機能加算 
（Ⅰ）３４０円 

（Ⅱ）４６０円 

一定期間の在宅に退所された方の割合やベッド回転

率、別に厚生労働大臣が定める基準に適合した場合 

認知症ケア加算 ７６０円 単位ごとに固定した職員の配置 

サービス提供体制強化加算 

（Ⅰ）２２０円 

（Ⅱ）１８０円 

（Ⅲ） ６０円 

介護職員の総数のうち介護福祉士資格を有する職

員の割合が一定以上ある場合 

外泊時費用 ３，６２０円 １月６日間まで 

外泊時在宅サービス利用費用 ８，０００円 １月６日間まで。退所見込者の試行外泊時サービス提供。 

短期集中リハビリテーション実施加算 ２，４００円 入所日より３ヶ月間 退院・退所後又は認定後実施 

認知症短期集中リハビリテーション実施加算 ２，４００円 入所日より３ヶ月間 中重度の認知症が対象者 

リハビリテーションマネジ

メント計画書情報加算 
３３０円／月 

医師とリハビリ職員共同による計画作成と継続的

なリハビリの質の管理をしている場合 

夜勤職員配置加算 ２４０円 夜勤職員が基準を一人以上、上回っている 

若年性認知症者受入加算 １，２００円 若年性認知症入所者を受け入れた場合 

試行的退所時指導加算 ４，０００円／回 該当の場合 

入所前後訪問指導加算 
（Ⅰ）４５０円 

（Ⅱ）４８０円 

（入所時１回）居宅訪問・サービス策定を行った場合 

退所時情報提供加算 ５，０００円／回 該当の場合 

入退所前連携加算 
（Ⅰ）６，０００円／回 

（Ⅱ）４，０００円／回 

入所前～退所後に関係者と連携した場合 

訪問看護指示加算 ３，０００円 医師が訪問看護指示書を作成、交付した場合 

在宅復帰支援機能加算 １００円 
入所者の家族、居宅介護支援事業所に対して、必要な

情報提供、退所後のサービス調整を行っている場合 

再入所時栄養連携加算 ２，０００円 （１回）該当の場合 

栄養マネジメント強化加算 １１０円 
栄養ケア計画に従い食事観察・食事の調整等実施。栄養情

報を厚生労働省に提出し、継続的な栄養管理を行う場合。 

経口維持加算 
（Ⅰ）４，０００円／月 

（Ⅱ）１，０００円／月 

摂食機能障害を有する入所者に対し、協力歯科医療機

関と連携しながら食事の観察及び会議等を行い、計画

作成・管理を行った場合。 

経口移行加算 ２８０円 口から食べられるよう医師の指示による栄養管理 

療養食加算 ６０円 （１回）医師の指示せんに基づく療養食を提供した場合 

口腔衛生管理加算 
（Ⅰ）９００円／月 

（Ⅱ）１，１００円／月 

口腔衛生の管理体制を整備している場合 



認知症専門ケア加算 
（Ⅰ）３円 

（Ⅱ）４円 

介護を必要とする認知症の入所者の割合が５０％

以上でその入所者に専門的な認知症ケアを行った

場合。また認知症ケアの指導、研修を行った場合。 

認知症行動・心理症状緊急対応加算 ２００円 認知症行動・心理症状緊急対応加算（１月７日限度） 

認知症情報提供加算 ３，５００円 認知症の確定診断のため専門機関に情報提供する 

科学的介護推進体制加算 
（Ⅰ）４００円／月 

（Ⅱ）６００円／月 

基本情報・疾病・服薬情報等を厚生労働省に提出し、

評価内容をケアプランや介護の質に繋げた場合 

褥瘡マネジメント加算 
（Ⅰ）３０円／月 

（Ⅱ）１３０円／月 

褥瘡発生関連リスクのある場合の評価とケア計画

の作成により、褥瘡の発生がない場合 

排せつ支援加算 

（Ⅰ）１００円／月 

（Ⅱ）１５０円／月 

（Ⅲ）２００円／月 

排泄に介護を要する入所者に対し評価と支援計画を

作成した場合。また、対応により要介護状態の軽減が

見込まれる場合。 

地域連携診療計画情報提供加算 ３，０００円 病院に対し診療情報を文書により提供した場合 

かかりつけ医連携薬剤調整加算 

（Ⅰ）１，０００円 

（Ⅱ）２，４００円 

（Ⅲ）１，０００円 

入所後・退所後にかかりつけ医との連携を図り、厚生

労働省への服薬情報等提出、内服を１種類以上減少し

た場合 

所定疾患施設療養費 
（Ⅰ）２，３９０円 

（Ⅱ）４，８００円 

検査により肺炎・尿路感染症・帯状疱疹・蜂窩織炎の診断

を受け、投薬等の処置を行った場合。最大１０日／月まで。 

緊急時治療管理 ５１８円 
緊急的な治療管理として、投薬、注射、処置等を実施した

場合（１月に１回、３日を限度） 

自立支援促進加算 ３，０００円／月 
入所時等に、医師が自立支援のための医学的評価を行い、

多職種で共同して支援計画を作成、ケアを実施した場合 

安全対策体制加算 ２００円 
入所時に１回。事故発生防止の指針・体制整備・研修

会を実施している場合 

介護職員処遇改善加算 （Ⅰ）（基本料金＋加算料金）×３．９％ 

（Ⅱ）（基本料金＋加算料金）×２．９％ 

（Ⅲ）（基本料金＋加算料金）×１．６％ 

介護職員の処遇改善について

計画的に取り組んでいる場合 

介護職員等特定処遇改善加算 （Ⅰ）（基本料金＋加算料金）×２．１％ 

（Ⅱ）（基本料金＋加算料金）×１．７％ 

経験・技能を有する介護職員等

の処遇改善に取り組んでいる

場合 

介護職員等ベースアップ等

支援加算 

（基本料金＋加算料金）×０．８％ 上記「介護職員処遇改善加算」

の算定をすでに行っている場

合 

 

 

■実費分（法定給付外）    以下の日額の全額がご負担の額です 

居 住 費 

従来型個室 １，８００円  

多 床 室 ７００円  

特 別 室 ２，１００円 
希望により居住費の他に追加的に係る費用 

仕様：専用トイレ・テレビ・冷蔵庫・応接セット 

食  費 １，７５３円 朝食４９３円 昼食６６０円 夕食６００円 

日用品費  ２００円 おしぼり、石鹸、トイレットペーパー等 

教養娯楽費  １００円 新聞、カラオケ、雑誌、将棋、レク材料費等 

電 気 料 (１点)６０円 電化製品を持ち込みの場合 

衣 類 洗 濯 料(1点) (大)１４０円 委託料 (中)１２０円 委託料 (小) ６０円 委託料 

理 美 容 代  
調髪３，０８０円    カットのみ２，８６０円   

顔剃２，６４０円    調髪＋毛染め６，１６０円 

行 事 食 （１食あたり）２２０円 年間５～６回 年末年始等 

診 断 書  ５，５００円 精神障害者手帳交付申請等 

インフルエンザ予防接種 実費料金をいただきます 

 

■その他  ※利用者等からの依頼により嗜好品その他の物を購入した場合、実費請求とします。 

 



 


